
JP 4380331 B2 2009.12.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転炉の炉体を構成する鉄皮の表面の温度を、炉体円周方向の各部位毎に測定し、測定
した当該温度が予め定めた管理温度域を逸脱した部位に対して、当該部位が前記鉄皮の外
面に冷却水を供給する冷却水供給部を通過する時に、所望の量の冷却水を供給することに
よって、前記逸脱した部位の温度を前記管理温度域内とするとともに、前記管理温度域を
逸脱した炉体円周方向の部位が炉体下部を通過する時以外の時には、前記炉体の回転速度
を（１／２０）ｒｐｍ以上（１／１０）ｒｐｍ以下とし、前記管理温度域を逸脱した炉体
円周方向の部位が前記炉体下部を通過する時には、前記炉体の回転速度を（１／１０）ｒ
ｐｍ超とすることを特徴とする回転炉の鉄皮の保護方法。
【請求項２】
　回転炉の炉体を構成する鉄皮の表面の温度を、炉体長手方向の各部位毎及び炉体円周方
向の各部位毎に測定し、前記炉体長手方向について測定した当該温度が予め定めた管理温
度域を逸脱した部位に対して、炉体長手方向に配置した複数の冷却水供給部それぞれから
該鉄皮の外面に供給される冷却水の量を、前記複数の冷却水供給部それぞれ毎に個別に調
整するとともに、前記炉体円周方向について測定した前記温度が予め定めた管理温度域を
逸脱した部位が前記鉄皮の外面に冷却水を供給する冷却水供給部を通過する時に、所望の
量の冷却水を供給することによって、前記逸脱した部位の温度を前記管理温度域内とし、
さらに、前記管理温度域を逸脱した炉体円周方向の部位が炉体下部を通過する時以外の時
には、前記炉体の回転速度を（１／２０）ｒｐｍ以上（１／１０）ｒｐｍ以下とし、前記
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管理温度域を逸脱した炉体円周方向の部位が前記炉体下部を通過する時には、前記炉体の
回転速度を（１／１０）ｒｐｍ超とすることを特徴とする回転炉の鉄皮の保護方法。
【請求項３】
　前記冷却水供給部からの冷却水の供給量を、前記鉄皮の温度実績に基づいて、修正する
請求項１または請求項２に記載された回転炉の鉄皮の保護方法。
【請求項４】
　さらに、前記冷却水を供給した後に一定時間該冷却水の供給を停止してから、前記鉄皮
の温度を測定し、該温度が再度上昇して前記温度管理域を逸脱する場合に前記冷却水の供
給を再開する請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載された回転炉の鉄皮の保護
方法。
【請求項５】
　前記管理温度域を逸脱した部位に対する前記冷却水の供給、又は前記炉体の回転速度の
調整は、温度測定点から前記冷却水供給部までの間、又は該温度測定点から前記炉体下部
までの間で、当該部位の温度及び位置情報をトラッキングすることにより行われる請求項
１から請求項４までのいずれか１項に記載された回転炉の鉄皮の保護方法。
【請求項６】
　前記管理温度域は４００℃以下である請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載
された回転炉の鉄皮の保護方法。
【請求項７】
　前記回転炉の耐火物の厚みが２００～４００ｍｍである場合には、前記管理温度は２０
０℃以上である請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載された回転炉の鉄皮の保
護方法。
【請求項８】
　前記鉄皮の表面の温度の測定は、該鉄皮の表面であって前記冷却水が直接かからない部
位で行われる請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載された回転炉の鉄皮の保護
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、回転炉の鉄皮さらには耐火物の保護方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロータリーキルンに代表される回転炉は、熱効率の向上と耐火物の溶損防止とを主目的
として炉体を回転させながら燃料を燃焼させることによって、被加熱物を加熱・溶解する
炉である。
【０００３】
　このような回転炉の操業時における炉内各部の温度は均一ではないために、耐火物の損
耗の進行速度が炉内各部で異なる。他の耐火物よりも損耗が進行した耐火物の近傍の鉄皮
は、他の部分よりも温度が上昇して、最終的に溶損に至る。これを防ぐために予め定めた
一定期間毎に耐火物の補修を行っているが、これにより、回転炉の稼働率の低下や補修コ
ストの増大等につながり、回転炉の操業効率が低下していた。このため、鉄皮の温度の上
昇や耐火物の損耗の進行を抑制しながら、できるだけ長い期間にわたって継続して操業す
ることができる技術が、強く求められている。
【０００４】
　特許文献１には、炉体の周囲に設けた水冷ジャケットの内部に冷却水を供給して炉体全
体を一様に冷却することによって、回転炉の耐火物を保護する発明が開示されている。
　また、特許文献２や特許文献３には、回転炉の炉体の出口付近に補助バーナを設けて炉
体の出口付近においても燃焼を行うことによって、出口付近におけるスラグの付着を防止
する発明が開示されている。
【０００５】
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【特許文献１】特開２００３－４２１３号公報
【特許文献２】特開２００１－２８０８５０号公報
【特許文献３】特開２０００－２８５８５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１により開示された発明では、鉄皮の温度を測定していないため、耐火物の局
部的な損耗を発見することが不可能であり、鉄皮の保護対策を的確なタイミングで行うこ
とができない。仮に、鉄皮の温度を測定したとしても、鉄皮は常に水冷されているため、
局部的な損耗を生じた位置を検知して特定することは困難である。さらに、この発明では
、耐火物の損耗の度合いには関係なく炉体全体を一様に冷却するため、非損耗部の耐火物
を過剰に冷却してしまうこととなる。このため、過剰に冷却された耐火物が熱収縮して非
損耗部の耐火物まで損傷するおそれもある。このため、特許文献１により開示された発明
によっても、耐火物の寿命は高々１ヶ月程度にしか過ぎず、回転炉の耐火物の損耗を効果
的に抑制することはできなかった。
【０００７】
　また、特許文献２又は特許文献３により開示された発明によっても、耐火物の損耗を効
果的に抑制することはできない。以下、この理由を添付図面を参照しながら説明する。
　図１は、ロータリーキルンに代表される回転炉１の炉体２の長手方向への断面の一例を
模式的に示す説明図であり、図２はこの回転炉１の炉体２の長手方向への温度分布の一例
を示すグラフである。さらに、図３は、ロータリーキルンに代表される回転炉１の炉体２
に特許文献２又は特許文献３により開示された発明を適用した場合の長手方向への断面の
一例を模式的に示す説明図である。
【０００８】
　図１及び図２に示すように、回転炉１の炉体２の入口付近には燃焼バーナ３が設置され
ているため、燃焼バーナ３が形成する火炎４の先端（図１及び図２におけるＡ点付近）に
は、長手方向に第１の温度ピークが形成される。一方、炉体２の出口付近では燃焼バーナ
３が形成する火炎４が到達し難いことから、スラグ５が付着して堆積し易くなり、図１及
び図２におけるＢ点付近で溶融還元鉄が滞って溶銑溜まり６が形成される。このため、そ
のＢ点付近でも温度が高くなり、長手方向に第２の温度ピークが形成される。
【０００９】
　特許文献２又は特許文献３により開示された発明によれば、炉体２の出口の手前付近に
設けた補助バーナ７により形成される火炎８の先端であるＢ点付近に形成される溶銑溜ま
り６を解消することはできるものの、補助バーナ７の火炎８の先端付近に第２の温度ピー
クを生じてしまう。
【００１０】
　このように、特許文献２又は特許文献３により開示された発明によっても、回転炉１の
炉体２の温度分布は、燃焼バーナ３との位置関係により炉体２の長手方向の全長で二つの
ピークが形成されて一様にはならない。このため、耐火物の損耗を効果的に抑制し、この
損耗に起因した鉄皮の溶損を防止することはできなかった。
【００１１】
　本発明の目的は、回転炉の耐火物の損耗を効果的に抑制することができ、これにより、
従来は１ヶ月程度であった補修周期を例えば約６ヶ月程度にまで大幅に延長できることに
よって保守コストの抑制や稼働率の向上等を図ることができる回転炉の鉄皮の保護方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、回転炉の炉体を構成する鉄皮の表面の温度を、炉体円周方向の各部位毎に測
定し、測定したこの温度が予め定めた管理温度域を逸脱した部位に対して、この部位が鉄
皮の外面に冷却水を供給する冷却水供給部を通過する時に、所望の量の冷却水を供給する
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ことによって、逸脱した部位の温度を管理温度域内とするとともに、管理温度域を逸脱し
た炉体円周方向の部位が炉体下部を通過する時以外の時には、炉体の回転速度を（１／２
０）ｒｐｍ以上（１／１０）ｒｐｍ以下とし、管理温度域を逸脱した炉体円周方向の部位
が炉体下部を通過する時には、炉体の回転速度を（１／１０）ｒｐｍ超とすることを特徴
とする回転炉の鉄皮の保護方法である。
【００１４】
　また、本発明は、回転炉の炉体を構成する鉄皮の表面の温度を、炉体長手方向の各部位
毎及び炉体円周方向の各部位毎に測定し、炉体長手方向について測定した温度が予め定め
た管理温度域を逸脱した部位に対して、炉体長手方向に配置した複数の冷却水供給部それ
ぞれから鉄皮の外面に供給される冷却水の量を、複数の冷却水供給部それぞれ毎に個別に
調整するとともに、炉体円周方向について測定した温度が予め定めた管理温度域を逸脱し
た部位が鉄皮の外面に冷却水を供給する冷却水供給部を通過する時に、所望の量の冷却水
を供給することによって、逸脱した部位の温度を管理温度域内とするとともに、管理温度
域を逸脱した炉体円周方向の部位が炉体下部を通過する時に以外の時には、炉体の回転速
度を（１／２０）ｒｐｍ以上（１／１０）ｒｐｍ以下とし、管理温度域を逸脱した炉体円
周方向の部位が炉体下部を通過する時には、炉体の回転速度を（１／１０）ｒｐｍ超とす
ることを特徴とする回転炉の鉄皮の保護方法である。
【００１５】
　これらの本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法において、冷却水供給部からの冷却水の
供給量を、鉄皮の温度実績に基づいて、修正することが望ましい。
　これらの本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法において、さらに、冷却水を供給した後
に一定時間冷却水の供給を停止してから、鉄皮の温度を測定し、この温度が再度上昇して
温度管理域を逸脱する場合に冷却水の供給を再開することが望ましい。
【００１６】
　これらの本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法において、冷却水供給部から炉体円周方
向について測定した温度が予め定めた管理温度域を逸脱した部位への冷却水の供給が、こ
の部位の温度及び位置情報を、温度測定点から冷却水供給部までの間でトラッキングする
ことによって、行われることが望ましい。
【００１７】
　これらの本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法では、管理温度域を逸脱した部位に対す
る冷却水の供給、又は炉体の回転速度の調整が、温度測定点から冷却水供給部までの間、
又はこの温度測定点から炉体下部までの間で、管理温度域を逸脱した部位の温度及び位置
情報をトラッキングすることによって行われることが例示される。これらの本発明に係る
回転炉の鉄皮の保護方法では、管理温度域を逸脱した炉体円周方向の部位が炉体下部を通
過する時以外の時には炉体の回転速度を（１／２０）ｒｐｍ以上（１／１０）ｒｐｍ以下
とするとともに、管理温度域を逸脱した炉体円周方向の部位が炉体下部を通過する時には
炉体の回転速度を（１／１０）ｒｐｍ超とすることにより耐火物の高温部通過時間を短縮
することができ、これにより、耐火物を保護することができる。
【００１８】
　これらの本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法において、管理温度域が４００℃以下で
あることが、耐火物を保護するために望ましい。
　これらの本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法において、回転炉の耐火物の厚みが２０
０～４００ｍｍである場合には、管理温度は２００℃以上であることが例示される。
【００１９】
　これらの本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法では、鉄皮の表面の温度の測定が、鉄皮
の表面であって冷却水が直接かからない部位で行われることが望ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法により、回転炉の耐火物の損耗を効果的に抑制す
ることができ、これにより、従来は１ヶ月程度であった補修周期を例えば約６ヶ月程度に
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まで大幅に延長できることによって保守コストの抑制や稼働率の改善等を図ることができ
るようになった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る回転炉の鉄皮の保護方法を実施するための最良の形態を、添付図面
を参照しながら詳細に説明する。
　本実施の形態では、略述すると、（１）回転炉の炉体を構成する鉄皮の表面の温度を、
炉体長手方向の各部位毎及び炉体円周方向の各部位毎に測定するという第１の工程と、（
２）炉体長手方向について測定した温度が予め定めた管理温度域を逸脱した部位に対して
、炉体長手方向に配置した複数の冷却水供給部それぞれから鉄皮の外面に供給される冷却
水の量を、複数の冷却水供給部それぞれ毎に個別に調整するとともに、炉体円周方向につ
いて測定した温度が予め定めた管理温度域を逸脱した部位が鉄皮の外面に冷却水を供給す
る冷却水供給部を通過する時に、所望の量の冷却水を供給することによって逸脱した部位
の温度を管理温度域内とするという第２の工程とを経ることによって、回転炉の鉄皮を保
護する。そこで、この第１の工程及び第２の工程について順次説明する。
【００２２】
（１）第１の工程（炉体長手方向及び炉体円周方向の各部位毎の、鉄皮の表面の温度の測
定）
　本実施の形態では、第１の工程として、回転炉の炉体を構成する鉄皮の表面の温度を、
炉体長手方向の各部位毎及び炉体円周方向の各部位毎に測定する。これにより、鉄皮のう
ちで損耗の進行した損耗部を特定する。
【００２３】
　図３を参照しながら説明した、炉体２の出口の手前付近に補助バーナ７を設ける特許文
献３により開示された発明を例にとって、炉体２の長手方向の温度分布をできるだけ均一
化するための手段を説明する。
【００２４】
　図４は回転炉１の長手方向の任意の位置における炉体円周方向断面の一例を示す説明図
であり、図５はこの炉体円周方向断面の温度分布の一例を示すグラフである。
　図４及び図５に示すように、回転炉１を構成する耐火物の内壁温度は、炉体長手方向に
関して同じ位置であっても、溶鋼から生じる生成物の付着状況等による影響を受けて一定
とはならず、炉内の内壁に付着したスラグ等の生成物が炉体２の回転等の作用によって部
分的に脱落することにより、付着物が少ないために比較的高温となる部分（最上部－Ｃ点
間、Ｃ点－Ｄ点間、Ｄ点－Ｅ点間、Ｅ点－Ｆ点間）が局部的かつ不可避的に発生する。
【００２５】
　さらに、図６は、この回転炉１の炉体２を構成する耐火物８及び鉄皮９の断面構造を模
式的に示す説明図である。耐火物８は、一定の断熱性能を持たせるために、円周方向につ
いて均一の厚みｔで構成される。
【００２６】
　しかし、耐火物８の内壁側の温度分布によって鉄皮９の表面にも温度分布が存在する。
また、耐火物８の損耗は耐火物８の内壁温度が高温となる付着物生成量が少ない部位を中
心に局部的に進行する傾向があるため、この部分を中心に耐火物８の厚みが局部的に減少
して断熱性能が低下する。
【００２７】
　鉄皮９の表面温度の測定を行って鉄皮９の温度上昇部を検出しても、何らの対策も行わ
ずにそのまま放置してしまうと、耐火物８の損耗の進行により鉄皮９の温度は上昇し続け
る。回転炉の従来の操業では、鉄皮９の温度測定を行うことすら行っていなかったために
、鉄皮９の過熱部を検知できず鉄皮９が溶損してしまうことすらあった。
【００２８】
　そこで、本実施の形態では、耐火物８の損耗が著しい部分の鉄皮９は損耗がさほどでも
ない鉄皮９よりも高温となることを利用して、鉄皮９の表面温度を測定することによって
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耐火物８の損耗の程度を間接的に検出及び特定する。すなわち、回転炉１の鉄皮９の温度
を測定することにより炉体２の耐火物８の損耗部を検出及び特定する。
【００２９】
　次に、回転炉１の鉄皮９の温度を監視する手段を説明する。
　図７は、溶融操業中の回転炉１の炉内温度が１２８０℃である場合における耐火物８の
残存厚みと鉄皮９の温度との関係の一例を示すグラフである。
【００３０】
　図７にグラフで示すように、耐火物８の損耗には、ある一定レベルを境にして、耐火物
８の厚みの減少と鉄皮９の温度の上昇との関係が著しく変化するという特徴がある。この
特徴から、鉄皮９の温度限界値は、図７にグラフで示す例では４００℃付近であると考え
られ、耐火物８の損耗レベルがこの温度限界値よりも進行すると、鉄皮９の温度は急激に
上昇する。
【００３１】
　そこで、炉体２の鉄皮９の温度の上限管理値をこの４００℃として定め、鉄皮９の温度
が４００℃を超えた場合には、炉体２へ冷却水１１を供給する冷却水供給装置１０の構成
を示す図８に示すように、炉体２の鉄皮９に外部から冷却水１１を噴霧して供給すること
により、炉内熱から耐火物８を保護し、耐火物８に多少の損耗部位が生じていても鉄皮９
の温度や耐火物８の損耗を抑制できる。
【００３２】
　しかしながら、冷却水供給装置１０から炉体２の鉄皮９に単に冷却水１１を噴霧して供
給したのでは、以下に列記する不具合（ｉ）～（ｉｖ）がある。
（ｉ）鉄皮９が過熱された程度によらずに冷却水１１を一定の量で供給するため、鉄皮９
の温度が比較的低い耐火物の非損耗部まで過剰に冷却することとなり、この耐火物に熱収
縮を発生させてクラック等の損傷を発生させる恐れがある。
【００３３】
（ｉｉ）冷却水１１を常時供給すると、耐火物が損耗した近傍の鉄皮９の温度が非損耗部
の近傍の鉄皮の温度と同等程度にまで低下するため、鉄皮９の温度を測定することにより
耐火物損耗部を検出及び特定することが難しくなる。
【００３４】
（ｉｉｉ）放射温度計により鉄皮９の温度を測定すると、鉄皮９の全体の温度分布を測定
し易いものの、測定点に冷却水がかかると、鉄皮９の温度の測定誤差が大きくなる。
（ｉｖ）図９は、鉄皮９の円周方向についての温度変化サイクルを示すグラフである。同
図にグラフで示すように、回転炉１の炉底部付近には溶融金属が溜まり、鉄皮９の表面の
同じ部位でも円周方向の下部を通過するタイミングで鉄皮９の温度が最も上昇するため、
炉体２の下部における耐火物損耗部分の保護を強化する必要がある。
【００３５】
　そこで、本実施の形態では、これらの不具合（ｉ）～（ｉｖ）の発生を未然に防止する
ために、鉄皮９への冷却水供給量を調整するという第２の工程を初めとして、以下の手段
（２）～（５）を採用する。
【００３６】
（２）第２の工程（鉄皮への冷却水供給量の調整）
　本実施の形態では、回転炉１の鉄皮９の温度を測定することにより検出及び特定された
炉体２の耐火物８の損耗部の損耗の度合いに応じて、この損耗部を部分的に適切に冷却す
ることにより、回転炉１の耐火物８の損耗、さらには耐火物８の損耗に起因した鉄皮９の
溶損を効果的に抑制してその延命を図る。
【００３７】
　具体的には、本実施の形態では、耐火物８の局部損耗を検知するため、後述する図１１
及び図１２に示すように、回転炉１の炉体２の周囲に、炉体長手方向の温度分布を測定す
るための放射温度計１２を設置してある。この放射温度計１２と炉体２の回転とによって
、炉体２の円周方向の温度分布を測定する。そして、放射温度計１２により測定した鉄皮
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９の温度が、４００℃を超える過熱部が存在すると、超えた温度上昇分に応じた量の冷却
水１４を長手方向位置に対応した冷却水供給部１３から個別に供給する。これにより、炉
体長手方向について測定した温度が予め定めた管理温度域を逸脱した部位に対して、炉体
長手方向に配置した複数の冷却水供給部１３それぞれから鉄皮９の外面に供給される冷却
水１４の量を、複数の冷却水供給部１３それぞれ毎に個別に調整する。
【００３８】
　一方、炉体円周方向についても、炉体長手方向と同様に冷却水供給部１３を複数台円周
状に配列することが最も適切であると考えられるが、本実施の形態では簡易性を重視して
、炉体円周方向については、回転炉１の炉体の上方に一台設置してある。そして、放射温
度計１２で測定した温度データを回転に同期させて円周方向にトラッキングしておくこと
により、炉体円周方向について測定した温度が予め定めた管理温度域を逸脱した部位が鉄
皮９の外面に冷却水１４を供給する冷却水供給部１３を通過する時に、その温度データの
温度上昇分に応じた所望の量の冷却水１４を供給する。これにより、過熱部が冷却水供給
部１３の付近を通過したタイミングでのみ所望の量の冷却水を供給することができる。
【００３９】
　本実施の形態では、このように鉄皮９への冷却水供給量を調整することから、鉄皮９の
過熱の程度に応じて適した量の冷却水１４を供給でき、鉄皮９の温度が比較的低い耐火物
の非損耗部を過剰に冷却することはなくなり、この耐火物に損傷を発生させる恐れがなく
なる。本実施の形態では、このようにして、上述した不具合１が解決される。
【００４０】
　さらに、本実施の形態では、以下に説明する第３の工程～第５の工程も、第１の工程及
び第２の工程とともに行うことにより、鉄皮９の保護を万全に行う。そこで、第３の工程
～第５の工程を順次説明する。
【００４１】
（３）第３の工程（冷却後における所定時間の冷却水の供給停止又は供給量の減少）
　図１０は、本実施の形態における冷却水供給方法の一例を経時的に例示するグラフであ
る。
【００４２】
　図１０にグラフで示すように、本実施の形態では、第２の工程により、鉄皮９の温度の
測定結果により炉体２の過熱部のみに対して、炉体長手方向及び／又は炉体円周方向に部
分的に冷却水１４を供給した後に、所定時間だけ冷却水１４の供給を停止するか、又は冷
却水１４の供給量を減少することにより、鉄皮９の温度の上昇経過を監視し、温度上昇部
位の再検出を行う。
【００４３】
　すなわち、本実施の形態の方法によって鉄皮９の過熱部に冷却水１４を継続して供給す
ると、鉄皮９の温度は次第に低下して最終的に鉄皮９の上限管理温度である４００℃を下
回り、鉄皮９の表面の温度分布が耐火物の損耗の程度に関係なく略一様となる。しかし、
この状態が継続すると、耐火物の損耗部位を温度の高低によって検出することができなく
なることや、炉体全体の温度が低下してしまう等の問題がある。
【００４４】
　そこで、本実施の形態では、耐火物８の損耗の度合いに応じて冷却水供給量を変更する
。例えば、冷却水１４の供給を停止した場合における鉄皮９の温度の下限管理値を所定の
温度（例えば２００℃）として定め、この値を下回る場合には、耐火物８の損耗レベルが
小さいか又は損耗が無いものとみなして、冷却水１４の供給を減らすか又は停止する等の
調整を行うことによって、温度上昇の傾向から損耗部を常時把握しながら、耐火物８が適
正に冷却されるように調整する。
【００４５】
　本実施の形態では、耐火物８の厚さが正常な２００ｍｍ以上４００ｍｍ以下である場合
、炉内温度が１３００℃付近の溶融操業で鉄皮９の表面温度が所定温度（図７で２００℃
）以下となり得ることから、鉄皮９の温度の下限管理値を２００℃と定めた。
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【００４６】
　また、本実施の形態では、第２の工程により、耐火物８の厚さが正常な部位が冷却水供
給部を通過するタイミングで、冷却水１４の供給を一時的に停止させて耐火物８の過剰冷
却を抑制するが、耐火物８の厚さが正常であることの判断は、耐火物８の厚みが正常な範
囲（２００ｍｍ以上４００ｍｍ以下）の回転炉１で炉内温度１３００℃で操業すると鉄皮
９の温度は２００℃付近となることから、鉄皮９の温度の測定結果に基づいて判断するこ
とができる。
　これにより、冷却水１４を常時供給しないため、耐火物損耗部を検出することができる
。このため、上述した不具合２を解決することができる。
【００４７】
（４）第４の工程（鉄皮温度測定及びトラッキング制御）
　図１１は、本実施の形態における鉄皮温度測定及びトラッキング制御方法の一例を示す
模式的説明図である。図１１に示すように、温度測定を行う放射温度計１２を、回転する
炉体２を介して冷却水供給部１３とは反対側に配置し、冷却水１４がかからない部分で測
定したデータ（温度・周方向位置情報）を回転に同期させて冷却水供給部１３までトラッ
キングさせて、冷却水供給部１３で損耗度に応じた適正な量の冷却水１４を供給する。
【００４８】
　また、本実施の形態では、鉄皮の温度測定は簡易的な方法として放射温度計を用いて行
ったが、供給された冷却水が測定点に入ると鉄皮の温度を正確に測定できなくなるため、
鉄皮の表面上で冷却水がかからない部位を放射温度計の測定点として配置した。
【００４９】
　これにより、測定点に冷却水がかかることに起因した、鉄皮９の温度の測定誤差を生じ
ることはない。これにより、上述した不具合３を解決することができる。
【００５０】
（５）第５の工程（炉体下部を通過するタイミングでの炉体２の回転速度の調節）
　図１２は、本実施の形態における炉体下部通過時の保護操作の一例を示す模式的説明図
である。図１２に示すように、冷却水１４がかからない部分で測定したデータ（温度・周
方向位置情報）を回転に同期させて冷却水供給部１３までトラッキングさせたトラッキン
グデータを用いて、損耗部が炉体下部を通過するタイミングで炉体２の回転速度を調節す
ることにより、耐火物損耗部が高温部に曝される時間を相対的に短縮し、これにより、損
耗の局部進行を抑えることができる。
【００５１】
　すなわち、溶融金属が溜まる回転炉１の底部は、炉体円周方向の中でも特に高温となる
部位である。そこで、この位置を通過するタイミングでは、他の部位を通過するタイミン
グと比較して耐火物８の内壁温度が特に上昇するとともに、冷却水１４は炉体上部から供
給されるために炉体下部の冷却効果が低下するという問題がある。
【００５２】
　そこで、本実施の形態では、耐火物８が損耗した鉄皮９の過熱部が溶融金属に直接曝さ
れる可能性のある炉体下部垂線に対して±30°以内の範囲に入っている際には、通常２０
分サイクルで回転する回転炉１を１０分サイクル以上で回転するように調節し、損耗部が
高温となるこの範囲を通過する時間を非損耗部位の50％以下に短縮させることにより、局
部損耗の進行を抑える。
【００５３】
　これにより、炉体２の下部における耐火物損耗部分の保護を強化することができ、上述
した不具合４を解決することができる。
　このように、本実施の形態によれば、工程１及び工程２を経て、さらに工程３～工程５
を行うことによって、逸脱した部位の温度を管理温度域内とすることができる。このため
、回転炉１の耐火物の損耗を効果的に抑制することができ、回転炉の鉄皮を保護すること
ができる。これにより、従来は１ヶ月程度であった補修周期を例えば約６ヶ月程度にまで
大幅に延長できることによって保守コストの抑制や稼働率の改善等を図ることができる。
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【実施例１】
【００５４】
　さらに、本発明を実施例を参照しながら説明する。
　以降の各実施例では、全長１４ｍ、直径５ｍ、処理能力２５００乾燥トン／月、回転周
期２０分の並行流式ロータリーキルンを用いた。処理原料は、石炭、廃プラスチック及び
酸化鉄を含む製鉄ダストである。この並行流式ロータリーキルンの炉内温度は１３００℃
以上の高温であり、耐火物の損耗が無い場合（厚み３６３ｍｍ）でも、鉄皮の表面温度は
２００℃以上に達する。
【００５５】
　図１３は、鉄皮の温度測定を行わない従来法と、本発明法とを比較して示すグラフであ
る。
　図１３のグラフにおける曲線Ａは冷却を行わない場合の鉄皮の温度分布を示し、曲線Ｂ
は従来法の長手方向に一定量の冷却水を供給した場合の鉄皮の温度分布を示し、さらに曲
線Ｃは鉄皮の温度が４００℃以上となる点のみ冷却水を供給した場合の鉄皮の温度分布を
示す。なお、鉄皮の温度は放射温度計を用いて炉体円周方向に対して真横から測定したも
のである。
【００５６】
　図１３のグラフにおける曲線Ａから、バーナの炎先端付近で炉内温度が高くなるため、
この付近で鉄皮の温度がピーク（４００℃付近）に達したことがわかる。
　また曲線Ｂから、バーナの炎先端付近の温度が３００℃付近にまで低減されるが、その
他の部分（出側付近及び入側付近等）では、１５０℃以下にまで過剰に冷却されたことが
分かる。
【００５７】
　これに対して、曲線Ｃから、鉄皮の温度が２００～３００℃の範囲となり、過剰な冷却
を抑制しながら鉄皮の高温部を確実に冷却でき、炉内温度分布の偏差による局部的な損耗
に対して有効であることがわかる。
【実施例２】
【００５８】
　図１４は、炉体円周の真横から測定した炉体円周方向の温度分布を示すグラフである。
図１４に示すグラフにおいて、曲線Ｄは冷却を行わない従来法による場合を示し、曲線Ｅ
は温度測定を行わずに一定の冷却水を供給する従来法による場合を示し、曲線Ｆは鉄皮の
温度が３００℃以上となる点のみ冷却水を供給した本発明法による場合を示す。
【００５９】
　実施例１と同様に、曲線Ｄは局部的に鉄皮の温度が３００℃を超える点がある。これは
耐火物の損粍によるものと考えられる。
　また、曲線Ｅの場合は局部損耗部と健全部位の区別なく常時一定量の冷却水を供給する
ために、３００℃を超える鉄皮の過熱部は解消されるものの、健全部の温度は２００℃以
下にまで過剰に冷却されたことがわかる。
【００６０】
　これに対し、曲線Ｆでは、鉄皮の温度が２００～３００℃の範囲となり、局部的な温度
上昇部位が目立たなくなることがわかる。
【実施例３】
【００６１】
　図１５は、耐火物の局部損耗部がある炉を３００時間運転し、一定量の冷却水を供給す
る比較例、実施例１、実施例２及び、実施例１と実施例２とをともに行った場合の４種に
ついて、ある１箇所の損耗部における鉄皮の温度が上限管理値である４００℃を超えた場
合、および下限管理値である２００℃を割り込んだ場合のそれぞれについて、その全運転
時間に対する外れた時間の割合を比較して示すグラフである。
【００６２】
　図１５に示すグラフから、本発明にしたがって炉体長手方向又は炉体円周方向の温度管
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理をすることにより、鉄皮の温度が管理温度の上限値及び下限値から外れる割合が抑えら
れることが分かる。
【００６３】
　さらに、炉体長手方向及び炉体円周方向の温度管理を併用することにより、管理温度の
上限値及び下限値からの外れは、実用上解消されることがわかる。
【実施例４】
【００６４】
　図１６は、冷却水量を一定として鉄皮の温度管理値を超えた部分のみに冷却水を供給し
た場合（曲線Ｇ）と、温度実績に応じて適正な冷却水量を可変として供給した場合（曲線
Ｉ）とを比較して示すグラフである。
【００６５】
　図１６に示すグラフから、温度実績に応じて適正な冷却水量を可変として供給すれば、
鉄皮の表面の温度分布の偏差を小さくすることができ、耐火物の局部損耗を抑制すること
ができることがわかる。
【実施例５】
【００６６】
　図１７は、冷却水の供給パターンの違いに基づく鉄皮の温度の変化を示すグラフである
。
　図１７に示すグラフにおいて、曲線Ｊは冷却水を常時供給しながら鉄皮の温度測定を行
った場合を示し、曲線Ｋは一定周期毎に冷却水の供給を停止して鉄皮の温度測定を行った
場合を示す。なお、図１７に示すグラフの結果は、同じ耐火物損耗部の鉄皮の温度分布を
比較したものであり、鉄皮の温度は炉体側面から放射温度計を用いて測定している。
【００６７】
　曲線Ｊに示すように、冷却水を常時供給しながら鉄皮の温度測定を行うと、継続的な冷
却効果により損耗部位の鉄皮温度が上昇しなくなるため、損耗部位であることが判らなく
なってしまう。
【００６８】
　これに対して、曲線Ｋに示すように、一定周期毎に冷却水の供給を停止すると冷却効果
が一時的に無くなるため、正確な温度測定ができ、過不足のない適切な冷却水の供給を行
うことができる。
【実施例６】
【００６９】
　図１８は、耐火物損耗部が炉体円周方向の各部を通過するタイミングにおける、鉄皮の
温度測定結果を示すグラフであり、図１８における曲線Ｋは炉体回転速度を（１／２０）
ｒｐｍで一定とした場合を示し、曲線Ｍは耐火物損耗部が炉体下部が通過するタイミング
でのみ炉体回転速度を（１／２０）ｒｐｍから（１／１０）ｒｐｍに速度調整した場合を
示す。
【００７０】
　図１８にグラフで示すように、炉体下部を通過するタイミングでは明らかに鉄皮温度が
上昇しており（曲線Ｌ）、炉内部が高温に曝されていることがわかる。
　これに対し、耐火物損耗部が炉体下部が通過するタイミングでのみ炉体回転速度を（１
／２０）ｒｐｍから（１／１０）ｒｐｍに速度調整を行うと、曲線Ｍに示すように、耐火
物損耗部の鉄皮の温度上昇が緩和され、耐火物を高温から保護できることがわかる。
【実施例７】
【００７１】
　図１９は、耐火物の局部損耗部が存在する炉を３００時間運転し、各実施例についてあ
る１箇所の損耗部における鉄皮の温度が上限管理値である４００℃を超えた場合、及び下
限管理値である２００℃を割り込んだ場合のそれぞれについて、その全運転時間に対する
外れた時間の割合と耐火物寿命との関係を示すグラフである。
【００７２】
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　図１９に示すグラフから、従来法によると耐火物の補修周期が１ヶ月間程度の頻度を要
していたのに対し、本発明によれば、これを約６ヶ月間程度にまで延長することが可能と
なった。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】ロータリーキルンに代表される回転炉の炉体の長手方向への断面の一例を模式的
に示す説明図である。
【図２】回転炉の炉体の長手方向への温度分布の一例を示すグラフである。
【図３】ロータリーキルンに代表される回転炉の炉体に特許文献２又は特許文献３により
開示された発明を適用した場合の長手方向への断面の一例を模式的に示す説明図である。
【図４】回転炉の長手方向の任意の位置における炉体円周方向断面の一例を示す説明図で
ある。
【図５】炉体円周方向断面の温度分布の一例を示すグラフである。
【図６】回転炉の炉体を構成する耐火物及び鉄皮の断面構造を模式的に示す説明図である
。
【図７】溶融操業中の回転炉の炉内温度が１２８０℃である場合における耐火物の残存厚
みと鉄皮の温度との関係の一例を示すグラフである。
【図８】炉体へ冷却水を供給する冷却水供給装置の構成を示す説明図である。
【図９】鉄皮の円周方向についての温度変化サイクルを示すグラフである。
【図１０】実施の形態における冷却水供給方法の一例を経時的に例示するグラフである。
【図１１】実施の形態における鉄皮温度測定及びトラッキング制御方法の一例を示す模式
的説明図である。
【図１２】実施の形態における炉体下部通過時の保護操作の一例を示す模式的説明図であ
る。
【図１３】鉄皮の温度測定を行わない従来法と、本発明法とを比較して示すグラフである
。
【図１４】炉体円周の真横から測定した炉体円周方向の温度分布を示すグラフである。
【図１５】一定量の冷却水を供給する比較例、実施例１、実施例２及び、実施例１と実施
例２とをともに行った場合の４種について、全運転時間に対する外れた時間の割合を比較
して示すグラフである。
【図１６】冷却水量を一定として鉄皮の温度管理値を超えた部分のみに冷却水を供給した
場合（曲線Ｇ）と、温度実績に応じて適正な冷却水量を可変として供給した場合（曲線Ｉ
）とを比較して示すグラフである。
【図１７】冷却水の供給パターンの違いに基づく鉄皮の温度の変化を示すグラフである。
【図１８】耐火物損耗部が炉体円周方向の各部を通過するタイミングにおける、鉄皮の温
度測定結果を示すグラフである。
【図１９】耐火物の局部損耗部が存在する炉を３００時間運転し、各実施例についてある
１箇所の損耗部における鉄皮の温度が上限管理値である４００℃を超えた場合、及び下限
管理値である２００℃を割り込んだ場合のそれぞれについて、その全運転時間に対する外
れた時間の割合と耐火物寿命との関係を示すグラフである。
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